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会津美里町発注工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する運用基準  新旧対照表(参考資料) 

改正後 改正前 

１ 略 １ 略 

(１) 略  

(２) 略  

(３) 略  

 ア 略 

 イ 当該工事の契約金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未

満)であり、かつ、町等から受注している先行工事の契約金額が4,500万円未

満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)であること。 

 

(１) 略  

(２) 略  

(３) 略  

 ア 略 

 イ 当該工事の契約金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未

満)であり、かつ、町等から受注している先行工事の契約金額が4,000万円未

満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)であること。 
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